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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成29年1月19日(2017.1.19)

【公表番号】特表2014-531491(P2014-531491A)
【公表日】平成26年11月27日(2014.11.27)
【年通号数】公開・登録公報2014-065
【出願番号】特願2014-530957(P2014-530957)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ   3/18     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  41/64     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ    3/18     １０４　
   Ｃ０４Ｂ   41/64     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年12月2日(2016.12.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水と、少なくとも１つの界面活性剤と、下式を有するシロキサン共重合体とを含むエマ
ルションを含む、多孔質基材処理用の撥水性組成物であって、
【化１】

　（式中、Ｒは１～３個の炭素原子を有するアルキル基であり、ａは１～１２の値を有し
、Ｒ’は６～１２個の炭素原子を有するアルキル基であり、ｂ≧２、（ａ＋ｂ）は少なく
とも５であり、アルケンが実質的に存在しない。）
　前記シロキサン共重合体は真空ストリッピングされたものであり、
　前記組成物はＡＳＴＭ　Ｄ　５０９５による１００ｇ／Ｌ未満の揮発性有機成分を有す
る、撥水性組成物。
【請求項２】
　Ｒはメチル基である請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　シリコーン水素は部分的に加水分解される、又は完全に加水分解され対応するシラノー
ルとなる、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
　ｂ≧ａ／２である、請求項１～３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　（ａ＋ｂ）≧６である、請求項１～３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　（ａ＋ｂ）≧８である、請求項１～４のいずれか一項に記載の組成物。
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【請求項７】
　前記組成物はＡＳＴＭ　Ｄ　５０９５による５０ｇ／Ｌ未満の揮発性有機成分を有する
、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　エマルションを調製する方法であって、
　１）以下を混合する工程と、
　　ｉ）水
　　ｉｉ）下式を有するシロキサン共重合体であって、
【化２】

　式中、Ｒは、１～３個の炭素原子を有するアルキル基であり、ａは１～１２の値を有し
、Ｒ’は、６～１２個の炭素原子を有するアルキル基であり、ｂは少なくとも２の値を有
し、（ａ＋ｂ）は少なくとも５である、シロキサン共重合体
　　ｉｉｉ）界面活性剤
　２）前記混合した構成成分を均質化してエマルションを形成する工程と、
　３）任意に追加の水と追加の成分とを混合する工程と、
を含み、
　前記シロキサン共重合体は真空ストリッピングされたものであり、
　前記エマルションはＡＳＴＭ　Ｄ　５０９５による１００ｇ／Ｌ未満の揮発性有機成分
を有する、方法。
【請求項９】
　完成基材に組成物を塗布することにより完成基材の撥水性を改善する、請求項１に記載
の組成物の使用。
【請求項１０】
　基材の製造前に又は製造中に出発物質に組成物を含めることによって基材の撥水性を改
善する、請求項１に記載の組成物の使用。
【請求項１１】
　前記基材はコンクリート又は鉄筋コンクリートである、請求項９に記載の使用。
【請求項１２】
　前記基材は、石工、セメント、スタッコ、天然石若しくは人工石、セラミック、テラコ
ッタレンガ、石膏ボード、繊維セメント板、若しくは他のセメントを含む生成物、パーテ
ィクルボード、木材プラスチック複合材、オリエンテッドストランドボード若しくは木材
である、請求項９に記載の使用。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４５】
　比較例１：
　１－オクテンをアルケンとＳｉＨ基とのモル比０．５：１を用いてメチル水素直鎖状シ
ロキサン（実施例１のシロキサン）と反応させた。混合物がストリッピングされる前に、
生成物は、密度２０℃で０．９１３ｇ／ｍＬ、及びＡＳＴＭ　Ｄ５９０５による１５％の
揮発性成分を有した。したがって、液体のＶＯＣ成分は１３７．０ｇ／Ｌであった。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００４６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４６】
　（実施例２）：
　比較例１で説明するように反応混合物を真空ストリッピングし、生成物は、粘度２０℃
で４７ｍＰａｓ、密度２０℃で０．９２４ｇ／ｍＬ、及びＡＳＴＭ　Ｄ５９０５による５
％の揮発性成分を有した。したがって、液体のＶＯＣ成分は４９．６ｇ／Ｌであった。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４７】
　比較例２
　１－ヘキセンをアルケンとＳｉＨ基とのモル比０．３：１を用いてメチル水素直鎖状シ
ロキサン（実施例１のシロキサン）と反応させた。混合物がストリッピングされる前に、
生成物は、密度２０℃で０．９２８ｇ／ｍＬ、及びＡＳＴＭ　Ｄ５９０５による１５％の
揮発性成分を有した。したがって、液体のＶＯＣ成分は１３９．２ｇ／Ｌであった。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４８】
　（実施例３）：
　比較例２で説明するように反応混合物を真空ストリッピングし、生成物は、粘度２０℃
で２５ｍＰａｓ、密度２０℃で０．９３７ｇ／ｍＬ、及びＡＳＴＭ　Ｄ５９０５による１
０％の揮発性成分を有した。したがって、液体のＶＯＣ成分は９３．７ｇ／Ｌであった。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４９】
　比較例３：
　１－ヘキセンをアルケンとＳｉＨ基とのモル比０．５：１を用いてメチル水素直鎖状シ
ロキサン（実施例１のシロキサン）と反応させた。混合物がストリッピングされる前に、
生成物は、密度２０℃で０．８８５ｇ／ｍＬ、及びＡＳＴＭ　Ｄ５９０５による１３％の
揮発性成分を有した。したがって、液体のＶＯＣ成分は１１５．１ｇ／Ｌであった。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５０】
　（実施例４）：
　反応混合物を真空ストリッピングした後、生成物は、粘度２０℃で２７ｍＰａｓ、密度
２０℃で０．８９３ｇ／ｍＬ、及びＡＳＴＭ　Ｄ５９０５による９％の揮発性成分を有し
た。したがって、液体のＶＯＣ成分は８０．４ｇ／Ｌであった。


	header
	written-amendment

